
 

 

KTTA プライバシーポリシー（本部通達文書第 001 号） 

KTTA 国際キムワイプ卓球協会（以下、当協会とする）では、会員の個人情報を保護するため、本プラ

イバシーポリシー（以下、本文書とする）を制定し、これに基づいて個人情報の管理を行うものとする。ま

た、会員はその個人情報に関して、当協会の本文書による個人情報の管理を認めるものとする。 

第 1 条（個人情報の定義と取得） 

個人情報の定義 

本文書における個人情報とは、 

 氏名（英語表記） 

 国籍 

 電子メールアドレス 

 KTTA 会員登録時に提出された顔写真 

 会員登録時に提供された会員証・ID 等送付先住所（郵便番号含む） 

 その他個人を特定できる情報 

を示す。 

個人情報の取得 

会員は、当協会により前項に掲げた個人情報を取得されることを入会時に承諾する。 

個人情報の利用目的 

 当協会は、会員の個人情報を、当協会の活動、本人確認、会員サポート、会員証（ID）等の発行、重要

な連絡に限って利用する。ただし、会員の承諾があった場合は、この限りではない。 

 IP アドレス、Cookie、ブラウザ、OS 等の情報、及びアンケート等で得た情報は個人が特定できないよ

う処理し、統計目的で利用することがある。 

第 2 条（個人情報の管理） 

氏名及び国籍の管理 

 会員登録時に会員より提出された氏名及び国籍の情報は、会員証（ID）発行後も当協会に保存される。

入会申込書も保存される。 



 

 

電子メールアドレス、顔写真及び ID・会員証等送付先住所の管理 

 会員登録時に会員より提出された顔写真・住所は、会員証（ID）発行後、提出の際に当協会に送信され

た電子メールと共に保存される。ただし、電子メール以外の方法によって顔写真・住所が提出された場合は

この限りではない。 

 電子メールを用いた顔写真提出の場合、当該電子メールは保存されるため、送信元電子メールアドレス等

も当然保存される。 

第 3 条（個人情報の破棄） 

当協会による個人情報の破棄 

当協会は、保有する会員の個人情報について、会員の承諾なく破棄することができる。ただし、破棄の方

法に関しては、外部に漏えいすることのないよう細心の注意を払うものとする。 

退会時の個人情報の破棄 

 会員が、所定の手続きを経て本協会を退会する際、本協会は当該会員の個人情報の一切について、これを

退会から 2 週間以内に破棄する。 

会員による個人情報の削除要求 

 会員による、当協会に対しての個人情報の削除要求には、これに応じない。ただし、法令に定められた要

件を満たしている場合及び当協会の承諾があった場合はこの限りでない。 

第 4 条（個人情報の開示） 

本人による開示要求 

 会員は、当協会が保有する会員本人の個人情報に限り、開示を要求することができる。開示は、当協会に

直接申し出て、直接面会、氏名・国籍確認、及び会員証の提示を以て本人確認をし、所属支部長の許可を得

て行うものとする。開示にかかる手数料は、日本円参百円とし、会員は本人確認後当協会に現金で支払う。 

法令に基づく開示要求 

 当該支部及び日本国本部の法令等により、公的機関等から開示要求があった場合、会員本人に通知するこ

となく個人情報を開示する。 

第 5 条（附則） 

 本文書は、当協会本部理事会において過半数の賛成を得ることによって、改正することができる。改正後

は、自動的に全会員に適用される。改正の内容に関しては、当協会のウェブサイトで公表する。 

 本文書は、西暦 2009 年 9 月 1 日より施行する。 



 

 

 本文書は、西暦 2011 年 10 月 17 日より改正施行する。 


